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研究成果の概要（和文）：　本研究の主な成果・内容は次のとおりである。（1）土地改良事業に関わる費用の新たな
負担方式について検討し、地域住民による費用負担の可能性を明らかにするとともに、それが実現するための条件につ
いて考察した。（2）土地改良区が行う小水力発電事業の意義と問題点について検討し、事業が継続するための条件に
ついて考察した。（3）土地改良区の財政状態、収支構造の把握方法に関し、現状の問題点を整理した。その結果、い
わゆる複式簿記への変更が望ましいものの、実際に変更する際には様々な障害があることがわかった。

研究成果の概要（英文）：　The main results of this research are as follows. (1)We examined the new burden 
system of the expense of a land improvement. And we clarified possibility of the expense burden by a 
local resident, and considered conditions for it to be realized. (2) We examined the meaning and the 
problem of the small-scale-hydropower undertaking which a land improvement association performs, and 
conditions for the undertaking to continue. (3) We clarified the problem of the accounting method of a 
land improvement association. As a result, although change to double entry bookkeeping was desirable, 
when actually changing, it turned out that there are various obstacles.

研究分野： 社会経済農学
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１．研究開始当初の背景 
 
土地改良事業は大きな転換点にある。土地

改良事業に対する補助金予算は時々の政局
に大きく影響を受け、安定せず、土地改良区
組合員に対する各種の支援措置も変化しつ
つある。一方、土地改良事業に関わる賦課金
を負担する農家サイドにおいては、農産物価
格の低迷や農業情勢の先行き不透明感など
が作用し、農家の賦課金支払能力が低下しつ
つある。 
そして、これらの結果、賦課金を納入でき

ない農家が増加する傾向にあり、そのことが
土地改良区の財政状態を脅かしている。土地
改良事業は「農業生産基盤の整備（工事）の
時代から施設管理（ストックマネジメント）
の時代へ転換した」といわれることもあるが、
①全国には未だに 100 万 ha 近い未整備田が
残されていること、②基盤整備済みの農地の
区画は未だ十分には大きくないこと、③将来
的には水利施設・用排水路などの更新事業を
必ず行わねばならないこと、などを鑑みれば、
農業生産基盤の整備（工事）事業は今後も土
地改良区における主要かつ重要な事業であ
り続けることは間違いない。 
こうした中で、土地改良区の運営方式、組

織構造の変革の必要性が叫ばれるようにな
っており、その方向性を提示するような理論
的研究、実証的研究が求められていると考え
られた。 
 
２．研究の目的 
 
こうした背景を受け、本研究では以下の諸

点を研究目的とした。 
 
（1）土地改良区、土地改良事業に関して考
えられる展開方向の第一番目は、土地改良施
設の多目的・高度利用化を進めることによっ
て土地改良区の収益構造、財政状況を改善さ
せるとともに農家の費用負担を軽減させる
ことである。その実現可能性を土地改良区、
農家、地域住民各々の立場から理論的・実証
的に検討することが第一の研究目的である。
なお、分析に際しては、土地改良事業の生活
改善事業化、地域環境改善事業化といった側
面にも着目することとする。 
 
（2）土地改良事業の付帯事業として自然エ
ネルギー生産事業（水力、風力等）が存在す
る。発電事業は土地改良法においても認めら
れているが、実際の取り組み事例として目立
ったものは少ない。そこで、こうした事業の
存立条件の解明と、そうした事業が土地改良
区および農家の経営収支にどのようなイン
パクトを及ぼすのかを明らかにすることを
第二の研究目的とした。 
 
（3）農村・集落の混住化が進んでいる昨今
において、以上で示してきた展開方向・方策

に取り組もうとするならば、地域社会、非農
家世帯との連携が不可欠になる。土地改良区
の組合員資格は規定上は耕作者だが、その範
囲を拡大させ、非農家世帯を准組合員（仮称）
といった形で事業に参画させることがしば
しば提唱されている。そうした仕組みを整備
するための前提条件を明らかにすることを
第三の研究目的とした。 
 

 
３．研究の方法 
 
 本研究では以上の目的に対し、次のような
方法論を組み合わせることで接近を試みた。 
 
（1）土地改良事業の賦課金負担問題の経営
学的、経済学的な性格を明らかにするための
理論的な考察を試みた。外部経済や受益者負
担の問題はもちろんのこと、土地改良の結果
が農地に対する評価にどのような影響を及
ぼすのか、そのことが地域農業にどのような
インパクトを及ぼすのか、について検討した。 
 
（2）土地改良、地域環境改良、生活環境改
良に関わる公共工事、設備投資の効果計測方
法を開発するために、既存の費用便益分析や
投資評価モデルに関する文献研究、理論的検
証、改良を試みた。なお、その際、土地改良
区における財務管理のあり方、複式簿記の導
入の意義・効果についても検証した。 
 
（3）土地改良施設の多目的利用、発電事業
の実態、地域住民による賦課金の負担状況を
把握するために、全国各地で展開している先
進事例への調査を積極的に行い、ヒアリング
や資料収集に努めた。 
 
（4）土地改良区の組合員資格問題や非農家
による賦課金の負担問題には、当事者の意向
や経営経済的なメリット・デメリットとは別
に法制度による制約が存在する。この点に関
し、制度面の整理を試みた。 
 
４．研究成果 
 
 本研究の主な成果は以下のとおりである。
なお、成果の公表は順次、段階的に行ってい
く予定である。 
 
（1）農地の貸借関係の拡大ともに、土地改
良負担を借り手が行うのか貸し手が行うの
かという問題が表面化してきている。現場の
対応方法は、経常賦課金は借り手、特別賦課
金は貸し手というケースが多く、理論的にも
首肯されるが問題もあることがわかった。制
度的問題としては、１枚の農地に土地改良３
条資格者を複数置くことができないので、借
り手から地権者のどちらかにしなければな
らず、経常賦課金または特別賦課金のどちら
かが地権者と借り手の間でやりとりされる



こととなる。両者の関係は民民関係になるの
で制度的把握はなされず、さまざまな個別ケ
ースが放任されており、トラブルの原因にも
なりかねない。また、農産物価格と地代下落
のため、地権者が土地改良に投資するインセ
ンティブが失われ、土地改良そのものの推進
が難しくなってきていることがわかった。 
 
（2）都市化の進展が土地改良の推進にプラ
スに作用していることが分かった。都市化の
進展による転用利益の一部が転用決済金と
なって土地改良区の財政に流入したり、非農
用地の創設換地などで土地改良工事費の受
益者負担部分を圧縮することが可能となっ
ており、都市化の進む地区の方が純農村部よ
りも新たな土地改良に積極的であることが
わかった。純農村部では、農業の収益性の悪
化が土地改良の推進に後ろ向きの影響を与
えているのと対照的である。この傾向は、新
たな土地改良投資だけではなく、既存の土地
改良ストックの維持管理・補修にも影響を与
えているものと考えられ、最も土地改良を必
要としている地域ほどそのための財政基盤
が弱いというジレンマに陥っていることが
わかった。 
 
（3）農業用水を利用した小水力発電などの
収入は土地改良区の財政基盤を強化し、土地
改良施設の維持管理・補修の費用の一部を肩
代わりしている。このため、もしそれがなけ
れば避けられなかったであろう賦課金の高
騰を回避する効果を持っていることがわか
った。ただし、電力の固定買い取り制度に依
存するとともに、農業用水の基幹部分が国営
ないし効率補助によって建設・維持されてい
るという条件がなければ、小水力発電の黒字
化は達成できない水準のものである。その意
味で、小水力発電などの「副収入」はあくま
で土地改良費係る経費の圧縮に寄与するに
すぎず、公的な土地改良投資を代替するもの
ではないといえる。 
 
（4）土地改良区が発電事業を行う場合、売
電収入は発電施設だけではなく、土地改良施
設全体の維持管理費に充当することが可能
なことから、土地改良区による発電事業は、
土地改良区の収支改善に貢献している実態
が明らかになった。特に、「再生可能エネル
ギー固定価格買取制度（FIT）」の成立以降、
包蔵水力が大きな地域の土地改良区におけ
る小水力発電事業は、当該土地改良区に多大
な収入をもたらし、農家負担の軽減に大きく
貢献出来る可能性を示している。しかし、こ
の小水力発電の収益は、土地改良区内に留ま
っており、地域全体への波及は極めて小さい
ことは、今後の土地改良区のあり方の課題で
もあると考えられる。 
 
（5）農家・非農家の混住化の進展に合わせ
て、土地改良区において、「地域づくり」へ

の参画や地域の環境整備、農業施設の多面的
利用が進められている。しかしながら、その
ような取り組みに対する地域内の非農家世
帯の認知度は十分なものとは言えない。土地
改良施設は、農業生産のための私的財である
とともに、多面的機能を有することから、農
家・非農家の混住化が進んでいる地域におい
ては、公共財的性質も有すると考えられる。
この点を考慮するならば、現状の土地改良区
においては、地域社会への貢献、言い換えれ
ば、土地改良施設の公共財的側面の活用が不
十分であり、今後の重要な課題である。 
 
（6）土地改良事業を「地域環境の改良事業、
地域生活環境の改良事業としての性格を有
する事業」として捉えた場合、そのコスト負
担のあり方が問題となる。複数の土地改良区
にヒアリング調査を実施した結果、用水施設
の維持管理費の一部を集落全体（非農家も含
む）が町内会費などから負担している事例が
確認できた。用水施設の利用に関わる費用を
負担することに非農家を含めた地域住民全
体が同意するのであるならば、施設の整備・
建設に関わる費用についても地域住民全体
が負担する仕組みを考案することは可能で
ある。そして、そうした機運が高まりつつあ
る事例も存在することがわかった。また、そ
うした構想を実現するためには土地改良区
の収支状況・財政状態をこれまで以上に透明
化・明確化せねばならず、そのためには複式
簿記への切り替えが必要だが、所有資産の現
在価値の評価や負債の帰属問題等、クリアす
べき問題は少なくないことがわかった。 
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